
新型コロナウイルス感染症に対する

令和3年度入試に係る留意事項
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学校推薦型選抜に係る振替措置について追記



新型コロナウイルス感染症対応

・新型コロナウイルス感染症等に罹患又は濃厚接触者となり受験することがで

きなかった場合でも、追試験及び試験日振替の実施はしません。

・面接試験は、文部科学省「新型コロナウイルス感染症に対応した試験実施の

ガイドライン」に沿って「対面式」で実施します。

◇受験生と評価者との距離を2メートル以上確保

◇マスクを付けての面接

◇常時、窓を開放

◇面接が終わるたびにイス・ドアノブの拭き取り消毒の実施
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1.学校推薦型選抜、総合型選抜、一般選抜（後期）、

特別入試、専攻科入試について

→※追加の受験料を徴収せずに、12月12日（土）実施の総合型選抜（自己推薦）

の受験に振り替えします。（振替措置：2020.10決定）



（追加）新型コロナウイルス感染症対応
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学校推薦型選抜選考方法
（令和2年11月21日（土））

総合型選抜（自己推薦）選考方法
（令和2年12月12日（土））

食物栄養
書類審査（学校長推薦書、志望理由書、調査書、活動実績書）70点
小論文（資料提示形式）50点
面接20点

書類審査（自己推薦書、調査書、活動実績書）100点
作文（テーマ形式）20点
面接30点

幼児教育
書類審査（学校長推薦書、志望理由書、調査書、活動実績書）70点
小論文（資料提示形式）50点
面接10点

書類審査（自己推薦書、調査書、活動実績書）60点
小論文（テーマ形式）40点
面接30点

経営情報
書類審査（学校長推薦書、志望理由書、調査書、活動実績書）70点
小論文（資料提示形式）50点
面接10点

書類審査（自己推薦書、調査書、活動実績書）100点
小論文（資料提示形式）50点
面接30点

健康福祉
書類審査（学校長推薦書、志望理由書、調査書、活動実績書）70点
小論文（資料提示形式）50点
面接10点

書類審査（自己推薦書、調査書、活動実績書）100点
作文（テーマ形式）20点
面接30点

・振替受験となった場合、自己推薦書の提出が必要となり、学科によって小論文試験から作文試験になったり、

配点が異なるなどの違いが生じます。



新型コロナウイルス感染症対応

・個別学力検査において、国語、英語、数学Ⅰ、生物基礎の出題範囲に変更は

ありません。

・新型コロナウイルス感染症等に罹患又は濃厚接触者となり受験することがで

きなかった場合は、追加の受験料を徴収せずに、3月9日（火）実施の一般選

抜（後期）の受験に振り替えします。追試試験は実施しません。

・振替受験に係る手続きは以下のとおりです。

①事由発生時に電話で申し出る。

②一般選抜（後期）出願時に受験料は納入しない。

③一般選抜（後期）出願期間に新たに出願書類一式を作成し出願。

④出願書類とともに一般選抜（前期）を受験できなかったことを証明する

医師の診断書等を提出。
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2.一般選抜（前期）について



新型コロナウイルス感染症対応
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一般選抜（前期）選考方法 一般選抜（後期）選考方法

食物栄養
・書類審査（調査書）

・筆記試験 指定科目：国語
（２科目型）選択科目：英語、数学Ⅰ、生物基礎

・個人面接（経営情報学科のみ）

・書類審査（調査書）

・小論文（テーマ形式）

・個人面接（全学科）

幼児教育

経営情報

健康福祉

・振替受験となった場合は、個別学力試験から小論文・面接試験になります。


